
８月１日（土）から

後期高齢者医療被保険者証が新しくなります

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額

認定証」申請手続きの省略について

　現在お持ちの限度額適用認定証（以下「限度額認

定証」）と限度額適用・標準負担額減額認定証（以

下「減額認定証」）は、有効期限が７月31日までです。

それぞれ次の２つの条件を満たす人には申請手続き

を省略し、引き続き使用できる証を新しい保険証に

同封します。

■「限度額認定証」申請省略の条件

①昨年８月１日以降に限度額認定証の交付を受け、

現在も該当している人

②本年度も引き続き所得区分が現役並み所得者Ⅰ、

またはⅡに該当する人

■「減額認定証」申請省略の条件

①昨年８月１日以降に減額認定証の交付を受け、現

在も該当している人

②本年度も引き続き住民税非課税世帯に属する人
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保険料を納めないでいると

　保険料の滞納状況により、通常よりも有効期間の

短い短期被保険者証を交付する場合があります。短

期被保険者証の有効期間は、8月１日から来年１月

31 日までです。

問合せ　国保年金課医療年金係☎内線３１３３、白

沢支所生活係☎内線７８４８、利根支所生活係☎内

線７９３０

新しい保険証を郵送します

　新しい保険証は緑色です。緑色の封筒に入れて７

月 13 日（月）に発送します。郵送を希望しない人

は国保年金課窓口で交付しますので、７月６日（月）

までに連絡してください。保険証の有効期間は８月

１日から来年７月 31 日までです。保険証には被保

険者番号や氏名、医療機関の窓口で支払う自己負担

割合（１割または３割）が記載されています。

　８月から医療機関などで受診するときは、新しい

保険証を窓口に提示してください。

臓器提供意思表示と保護シール

　保険証裏面には、臓器提供の意思の有無を記入で

きます。記入された情報を保護するためのシールを

国保年金課の窓口で配布しています。

※臓器提供意思表示欄への記入は任意です

（表面） （裏面）
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各番号（７桁）を市ＨＰ「ページ番号検索」に入力すると関連ページが見られます1234567 

1001876
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（４月）
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（６月）
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（８月）
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（10月）

５期
（12月）

６期
（２月）

特別徴収
（年金天引き）

仮算定 本算定

前年度の第６期と同額
※３期分は調整する場合
があります

（確定した年額－仮算定
額）を３で割った金額

普通徴収
（納付書・
口座振替）

仮算定 本算定

前年度の年額を
６で割った金額

（確定した年額－仮算定額）を４
で割った金額

●別表

納期

徴収方法

1003095
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フォトさんぽ

紹介したイベントなどの詳細  ▶ 沼田市  Facebook 公式アカウント「いいね沼田市」

正覚寺
5/25

故久米民之助翁法要

荒れ地だった沼田城址を私財

をもって沼田公園として整備

した久米民之助翁（名誉市民）

の法要を執り行いました

テラス沼田（１階北側駐車場）
5/28

自主防災会への発電機無償貸与

市では災害時の電源確保や地域コミュニティー増進のための資機材

として、自主防災会（10 団体）に発電機などを無償貸与しました

旧土岐家住宅洋館
6/1

旧土岐家住宅洋館オープン

沼田公園から上之町に移築さ

れた国登録有形文化財「旧土

岐家住宅洋館」で、オープン

記念式典が行われました

観光協会（観光案内所）

６月
下旬

六文銭柄マスクを販売

内側に肌に優しいシルクと椿

オイルを使用した桐生織のマ

スク（サイズＭ、Ｌ）で、冷感・

抗菌・速乾作用があります

３種類：各 1,500 円（税抜き）

あざみ園（沼須町）
6/12

沼田さくらんぼ組合開園式

開園式が行われサクランボシーズンがスタート。市内サクランボ園

では、７月中旬ごろまでサクランボ狩りが楽しめます

生方記念文庫

6/1
から

企画展「新収蔵資料展」

生方たつゑ関係の新たに寄贈

された書籍や掛け軸、陶器

など約 40 点を展示。７月 26

日（日）まで開催予定です

沼田市役所
5/28

花いっぱい活動

薄根中学校は環境委員会の生

徒が中心となって種をまき大

切に育てたペチュニアを、市

内公共機関に配布しました
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